
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持

等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
技
能
検
定
、
技
能
講
習
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

小
川
惠
里
子

技
能
検
定
、
技
能
講
習
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
検
定
、
技
能
講
習
及
び
射
撃
教
習
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
修
了
基
準
等
」
を
「
修
了
認
定
」
に
改
め
、
同
条
中
「
法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
（

こ
の
条
に
お
い
て
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
基
準
に
達
し
た
」
を
「

に
つ
い
て
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
つ
た
技
能
講
習
の
課
程
を
終
了
し
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会



等
が
当
該
事
項
を
修
得
し
た
と
認
定
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
操
作
講
習
の
講
習
事
項
）

第
六
条

法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
講
習
（
以
下
「
技
能
講
習
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の

表
の
猟
銃
の
操
作
の
科
目
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
操
作
講
習
」
と
い
う
。
）
は

、
当
該
操
作
講
習
を
受
け
る
者
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
動
作
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
回
数
行
わ
せ
た

後
、
射
台
に
お
い
て
実
包
の
装
塡
及
び
抜
出
し
並
び
に
実
射
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

猟
銃
の
点
検
及
び
分
解
結
合

一
回

二

猟
銃
の
保
持
及
び
携
行

一
回

三

模
擬
弾
の
装
塡
及
び
脱
包

二
回

四

照
準
及
び
空
撃
ち

五
回

五

不
発
の
場
合
の
処
理

一
回

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
又
は
法
第
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
教
習
射
撃
指
導
員
（
以
下
「
都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
」



と
い
う
。
）
は
、
指
導
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
回
数
を
超
え
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る

動
作
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

操
作
講
習
に
お
い
て
は
、
第
一
条
第
一
号
ア
か
ら
ケ
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
指
導
す
る
も
の
と

す
る
。

（
散
弾
銃
射
撃
講
習
の
講
習
事
項
）

第
七
条

技
能
講
習
の
う
ち
、
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
の
猟
銃
の
射
撃
の
科
目
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
で

あ
つ
て
散
弾
銃
に
よ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
散
弾
銃
射
撃
講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
ト
ラ
ッ
プ
射
撃
又
は
ス
キ

ー
ト
射
撃
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

散
弾
銃
射
撃
講
習
に
お
い
て
使
用
す
る
標
的
は
、
直
径
が
百
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
百
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
、
高
さ

が
二
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、
重
量
が
百
グ
ラ
ム
以
上
百
十
グ
ラ
ム
以
下
の
ク
レ

ー
と
す
る
。

３

散
弾
銃
射
撃
講
習
に
お
け
る
標
的
の
放
出
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

標
的
は
、
ト
ラ
ッ
プ
射
撃
に
あ
つ
て
は
最
大
飛
し
よ
う
距
離
が
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
八
十
メ
ー
ト
ル
以
下
に
、
ス
キ
ー



ト
射
撃
に
あ
つ
て
は
最
大
飛
し
よ
う
距
離
が
六
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
七
メ
ー
ト
ル
以
下
に
な
る
よ
う
な
速
度
で
放
出

す
る
も
の
と
す
る
。

二

標
的
は
、
当
該
講
習
を
受
け
る
者
一
人
に
つ
き
二
十
五
個
以
上
放
出
す
る
も
の
と
す
る
。

三

標
的
は
、
一
個
ず
つ
放
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

散
弾
銃
射
撃
講
習
に
お
け
る
射
撃
回
数
は
、
標
的
一
個
に
対
し
て
一
回
と
す
る
。

５

ス
キ
ー
ト
射
撃
に
よ
る
散
弾
銃
射
撃
講
習
は
、
当
該
講
習
を
受
け
る
者
一
人
に
つ
き
五
以
上
の
射
台
を
使
用
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

６

散
弾
銃
射
撃
講
習
に
お
い
て
は
、
射
撃
姿
勢
、
射
撃
動
作
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ラ
イ
フ
ル
銃
等
射
撃
講
習
の
講
習
事
項
）

第
八
条

技
能
講
習
の
う
ち
、
令
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
の
猟
銃
の
射
撃
の
科
目
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
で

あ
つ
て
散
弾
銃
以
外
の
猟
銃
に
よ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ラ
イ
フ
ル
銃
等
射
撃
講
習
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

掲
げ
る
射
撃
姿
勢
（
銃
身
を
架
台
、
土
の
う
等
に
依
託
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
う
ち
一
以
上
の
射
撃
姿
勢
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。



一

立
射

二

膝
射

三

伏
射

四

肘
射

２

ラ
イ
フ
ル
銃
等
射
撃
講
習
に
お
い
て
使
用
す
る
標
的
の
直
径
は
、
三
百
三
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
百
六
十
六
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
下
と
し
、
射
撃
線
か
ら
標
的
ま
で
の
距
離
は
五
十
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

３

ラ
イ
フ
ル
銃
等
射
撃
講
習
に
お
け
る
射
撃
回
数
は
、
十
回
以
上
と
す
る
。

４

ラ
イ
フ
ル
銃
等
射
撃
講
習
に
お
い
て
は
、
射
撃
姿
勢
、
射
撃
動
作
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

（
技
能
講
習
の
講
習
時
間
）

第
九
条

技
能
講
習
に
お
け
る
講
習
時
間
は
、
二
時
間
以
上
と
す
る
。

（
技
能
講
習
の
打
切
り
）

第
十
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
は
、
技
能
講
習
を
受
け
て
い
る
者
が
当
該
技
能
講
習
を
安
全
に
実
施
す
る
た
め
の
指
示
に

従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
技
能
講
習
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


